
 

 

居住支援メルマガにご登録いただいているみなさま 
 （ＢＣＣでお送りしています） 
 
居住支援メルマガ（第４号）をお送りします。 
 
このメルマガ（メールマガジン）では、各地で活躍する居住支援協議会や居住支援法人における情報の共有や、ネ
ットワーク形成を促進することで、居住支援に関する取組の一層の活性化を目指します。 
国からの研修会・予算制度のご案内や、各自治体・団体等からのお知らせ・活動状況等といった幅広い情報を配信
してまいります。 
 
━━令和元年 6 月 10 日配信━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
国土交通省住宅局安心居住推進課 
 居住支援メルマガ【第４号】 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
【令和元年 6 月 第４号 目次】 
 
■居住支援お役立ち情報■ 
 
 『はじめよう居住支援～取組の知恵とヒント～』が完成しました！ 
 
■情報募集■ 
 
 各協議会や地方公共団体で作成している居住支援パンフレットに関する情報を教えてください！ 
 
■参加者を募集しています■ 
 
 全国居住支援法人協議会がスタート、記念シンポジウムを開催！ 
    （６月２９日（土）開催、申込期限６月１４日（金）〆） 
 
■居住支援協議会の活動報告■ 
 
 横手市居住支援協議会が設立されました！ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■居住支援お役立ち情報（１件）■ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
------------------------------------------------------------------------- 
 『はじめよう居住支援～取組の知恵とヒント～』が完成しました！ 
------------------------------------------------------------------------- 
 
この度、厚生労働省老健局が 
パンフレット「はじめよう居住支援～取組の知恵とヒント～」を作成されました。 
 
これは、居住支援をはじめたい自治体や団体が、具体的なヒントを得られるよう、 
先行事例等を横断的に整理し、わかりやすくまとめたものです。 
 
その他、本報告書には居住支援に関する全国調査の結果や、 
「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」の総括なども掲載されていますので、 
是非ご覧下さい！ 
 
【掲載 URL】 
「要援護高齢者等の居住支援・生活支援の取組に関する普及啓発等事業報告書」 
（厚生労働省平成 30 年度老人保健事業推進費等補助金老人健康増進等事業） 
<http://www.koujuuzai.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/h30report.pdf> 
 （高齢者住宅財団 HP） 
※パンフレット「はじめよう居住支援～取組の知恵とヒント～」は、162 ページより。 



 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■情報募集（１件）■ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
------------------------------------------------------------------------- 
 各協議会や地方公共団体で作成している居住支援パンフレットに関する 
 情報を教えてください！ 
------------------------------------------------------------------------- 
 
各居住支援協議会や地方公共団体では、居住支援に関するパンフレットを作成して 
いるところも多くなってきたかと思います。 
 
そこで、今後パンフレットを作成しようとしている協議会や、居住支援をはじめようと 
している団体のために、 
【各協議会等が作成した居住支援パンフレットをまとめたウェブページ】 
 を作成予定です。 
 
つきましては、各居住支援協議会や地方公共団体におかれては、 
居住支援のパンフレットを作成していましたら、掲載 URL を 
安心居住推進課<hqt-housing-support@mlit.go.jp>まで是非ご連絡ください！ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■参加者を募集しています（１件）■ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
------------------------------------------------------------------------- 
 全国居住支援法人協議会がスタート、記念シンポジウムを開催！ 
  （６月２９日（土）開催、申込期限６月１４日（金）〆） 
------------------------------------------------------------------------- 
 
全国居住支援法人協議会の立ち上げについて、呼びかけ人の奥田知志氏からのお知らせです。 
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
居住支援推進のための全国組織が発足します。「全国居住支援法人協議会」です。 
この会は、居住支援を担う居住支援法人、居住支援法人と連携する企業・団体、 
そして今後居住支援法人を目指す方々が参加できる枠組みです。 
住宅セーフティーネットが大きな前進を果たし 2 年が経ちました。 
いよいよ本格的な活動が各地で起ころうとしています。 
「全国居住支援法人協議会」は、その働きを相互に支え合うための組織です。 
協議会では、研修会の開催を中心にこの国の居住支援を担うプレーヤーが増えることを目指します。 
家を失うとは、社会生活の基盤を失うことであり、同時に「ホーム」と呼べる関係性やつながりを 
失うことです。私は、ホームレス支援に長く携わってきましたが、 
「畳の上で死にたい」とおっしゃっていた方がアパート入居後「俺の最期は誰が看取ってくれる 
だろうか」とつぶやかれたことが忘れられません。 
住宅確保が困難である人が増える中、「住まい（ハウス）と暮らし（ホーム）」を 
一体的に支える仕組みを創るために「全国居住支援法人協議会」に是非ご参加ください。 
6 月 29 日に発足を記念したシンポジュウムを開催します。 
どうぞ、ご参加ください！共生社会を一緒に創造しましょう！ 
 
詳細は以下をご参照下さい。 
<http://zenkyokyou.jp/> 
 
奥田知志（NPO 法人抱僕理事長、生活困窮者全国ネットワーク 共同代表） 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
 
 
 
 



 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■居住支援協議会の活動報告（１件）■ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
------------------------------------------------------------------------- 
 横手市居住支援協議会が設立されました！ 
------------------------------------------------------------------------- 
 
横手市居住支援協議会より、活動開始に向けての意気込みのコメントが届きました！ 
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
平成 31 年 3 月 26 日、秋田県内初の居住支援協議会が横手市に発足しました。 
 
設立総会には宅建業者と社会福祉法人等 18 事業所、市で構成された会員から 39 名が出席し、 
引き続き開催した第 1回協議会では活動計画についての協議と相談フローを確認したところです。 
設立の背景には、市福祉部局において平成 27 年 9 月に高齢者等住まい・生活支援モデル事業 
「高齢者くらしのサポートセンター」を開設し、住まいと生活の支援を行ってきました。 
また、事業の継続には居住支援協議会の設立が必要であると関係各課を交えての検討会を重ねつつ、 
住宅部門においては平成 30 年 3 月に住生活基本計画に新たな取り組みとして居住支援協議会の設立を掲げま
した。 
 
設立初年度は、情報交換や補助制度等の勉強会を行うなど会員の連携強化を図りながら、 
市独自の安全安心な住宅セーフティネットの構築に向けて活動していきます。 
 
（横手市居住支援協議会） 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。 
 
◆このメールマガジンでは、今後各居住支援協議会・居住支援法人のみなさまの活動についても 
 配信してまいりたいと考えておりますので、 
 掲載してほしい内容などございましたら下記アドレスまでご連絡ください。 
  <hqt-housing-support@mlit.go.jp> 
 
◆メールマガジンに関するご意見・ご要望、新規登録受付や配信停止は 
 ご所属・お名前を記載いただき、下記アドレスまでご連絡ください。 
 また、配信先を変更する場合は、新しいメールアドレスをご明記の上ご連絡下さい。 
  <hqt-housing-support@mlit.go.jp> 
 
◇関連リンク 
 ★住宅セーフティネット制度について 
  <http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html> 
 ★住宅確保要配慮者居住支援協議会について 
  <http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000019.html> 
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
発行：国土交通省住宅局安心居住推進課 
 〒100-8918 
  千代田区霞が関 2-1-3 中央合同庁舎 3 号館 2 階 
TEL  ：03-5253-8111（代表） 
Email：hqt-housing-support@mlit.go.jp 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


